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前
号
に
引
き
続
き
「
相
続
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
と
り
あ
げ
ま
す
。

今
回
は
「
生
前
贈
与
」
と
「
相
続
税
の
し
く
み
」

を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

生
前
贈
与
は
喜
ぶ
顔
が
見
ら
れ
る

皆
さ
ん
、「
財
産
を
引
き
継
ぐ
」
と
言
う
と
、

遺
産
相
続
の
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？

し
か
し
、
財
産
分
与
は
亡
く
な
っ
た
後
に
し
か

出
来
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
死

ん
で
か
ら
財
産
を
相
続
さ
せ
て
も
、
子
供
た
ち
の

「
喜
ぶ
顔
」
や
「
感
謝
の
言
葉
」
を
受
け
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
、
生
前
に
住
宅
購

入
資
金
や
教
育
費
な
ど
資
金
が
必
要
な
タ
イ
ミ
ン

グ
に
合
わ
せ
て
子
供
た
ち
に
贈
与
す
る
と
、
本
当

に
喜
ん
で
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

贈
与
税
は
相
続
税
に
比
較
し
て
税
率
が
高
い

の
で
、「
贈
与
に
よ
る
財
産
分
与
」
は
敬
遠
さ
れ

が
ち
で
す
が
、
実
は
贈
与
税
に
は
い
く
つ
か
の
特

例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
れ
ば
、
税
率
を

低
く
抑
え
な
が
ら
贈
与
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で

す
。「

相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
と
は

現
在
の
日
本
は
長
引
く
不
況
下
で
、
消
費
が

低
迷
し
て
お
り
、
景
気
刺
激
策
に
よ
る
消
費
拡

大
が
必
要
で
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、「
消
費
意

欲
は
少
な
い
が
、
多
く
の
金
融
資
産
を
持
っ
て
い

る
お
年
寄
り
」
か
ら
、「
消
費
意
欲
は
旺
盛
だ
が
、

教
育
費
や
住
宅
ロ
ー
ン
で
お
金
が
な
く
て
消
費
に

ま
わ
せ
な
い
現
役
世
代
」
へ
の
資
金
の
シ
フ
ト
を

促
進
す
る
た
め
、
国
は
親
か
ら
子
に
生
前
に
贈
与

し
て
も
、
相
続
発
生
時
ま
で
税
金
の
支
払
い
を
先

送
り
す
る
制
度
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
相

続
時
精
算
課
税
制
度
」
で
す
（
図
1
参
上
）。

贈
与
税
の
確
定
申
告
時
に
「
相
続
時
精
算
課

税
制
度
」
を
選
択
す
る
と
、
65
歳
以
上
の
親
か
ら

20
歳
以
上
の
子
へ
の
贈
与
は
累
計
2
5
0
0
万

円
ま
で
、
贈
与
の
時
点
で
は
税
金
が
か
か
ら
な
く

な
り
ま
す
（
2
5
0
0
万
円
を
超
え
た
場
合
に

は
、
超
過
額
に
20
％
の
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
）。

「
相
続
」で
損
を
し
な
い
た
め
に
知
って
お
き
た
い
こ
と

「
生
前
贈
与
」「
相
続
税
の
し
く
み
」

相
続
に
つ
い
て 

②

図1　相続時精算課税制度とは

適用対象
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
※平成26年12月31日までに受けた住宅資金の贈与については親の年

齢条件がない。

特別控除額
受贈者単位で累計2500万円まで贈与税が非課税
特別控除額を超過する部分については一律20％課税

（受贈額―2500万円）×20％＝贈与税額

手続き

贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に贈与税申告書に
「相続時精算課税選択届出書」を添付して税務署に提出する。
父・母それぞれ個別に選択。
いったん「相続時精算課税制度」を選択するとその贈与者（父または母）
については、一般の贈与税基礎控除年額110万円は使えなくなる。

相続時 相続発生時に同制度により贈与を受けた価額を相続財産に加算して相続
税を算出する。その際、支払済み贈与税は控除する。



71 Vol .11271

そ
し
て
、
相
続
発
生
時
に
こ
れ
ま
で
の
贈
与
額

を
遺
産
と
合
算
し
て
相
続
税
を
計
算
し
、
支
払

済
み
の
贈
与
税
と
で
差
額
を
精
算
し
ま
す
。

「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
は
生
前
贈
与

に
非
常
に
有
効
な
特
例
で
す
。
相
続
税
に
は

5
0
0
0
万
円
以
上
の
大
き
な
基
礎
控
除
額
が

あ
り
ま
す
の
で
、
最
終
的
に
税
金
を
支
払
う
こ
と

な
く
、
贈
与
が
可
能
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
い
と
思

い
ま
す
。

子
供
へ
の
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
は

次
に
有
効
な
特
例
と
し
て
、

子
供
や
孫
に
住
宅
資
金
を
贈

与
す
る
場
合
の
「
住
宅
取
得

等
資
金
の
贈
与
に
係
る
非
課

税
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

平
成
25
年
中
の
住
宅
資
金

の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
一
般

の
住
宅
取
得
で
7
0
0
万
円
、

省
エ
ネ
・
耐
震
住
宅
で
は

1
2
0
0
万
円
ま
で
が
非
課

税
と
な
り
ま
す
（
図
2
参
上
）。

「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」

と
併
用
で
き
る
の
で
、
そ
の

合
計
額
（
平
成
25
年
一
般
の
住

宅
取
得
の
場
合
3
2
0
0
万

円
）
ま
で
子
供
に
住
宅
取
得

資
金
を
贈
与
し
て
も
、
そ
の

時
点
で
は
税
金
が
か
か
ら
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
（
住
宅
取

得
資
金
贈
与
の
場
合
に
は
親

が
65
歳
未
満
で
あ
っ
て
も
特
例
を
利
用
す
る
こ
と

が
可
能
【
平
成
26
年
12
月
31
日
ま
で
】）。

年
間
1
1
0
万
円
以
内
の
贈
与
は
非
課
税

子
供
へ
の
生
活
費
や
教
育
費
の
支
援
等
、
一
度

に
ま
と
ま
っ
た
金
額
を
贈
与
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

「
通
常
の
贈
与
」
も
有
効
で
す
。「
通
常
の
贈
与
」

で
は
年
間
1
1
0
万
円
ま
で
非
課
税
で
贈
与
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
い
っ
た
ん
「
相
続
時
精
算
課

税
制
度
」
を
選
択
す
る
と
そ
の
贈
与
者
に
つ
い
て

は
基
礎
控
除
額
1
1
0
万
円
が
使
え
な
く
な
る
）。

た
だ
し
「
毎
年
贈
与
す
る
」
約
束
を
交
わ
し
て
、

一
定
額
を
連
年
で
贈
与
す
る
と
、
一
度
に
贈
与
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
贈
与
税
を
課
税
さ
れ
る
危

険
性
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
贈
与

は
そ
の
都
度
、
金
額
・
時
期
等
を
調
整
し
て
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
の
配
偶
者
へ
の

贈
与
に
つ
い
て
は
、
居
住
用
の
不
動
産
ま
た
は
居

住
用
の
不
動
産
の
購
入
資
金
に
つ
い
て
、
通
常
の

1
1
0
万
円
と
は
別
枠
で
2
0
0
0
万
円
ま
で
非

課
税
で
す
。（
贈
与
税
の
申
告
手
続
き
は
必
要
。）

長
年
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
奥
さ
ま
へ

の
住
宅
の
持
分
の
贈
与
を
検
討
さ
れ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
（
図
3
参
上
）。

将
来
、
住
宅
の
売
却
を
検
討
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
奥
さ
ま
に
も
居
住
用
不
動
産
の
売
却
益

に
係
わ
る
特
別
控
除
額
3
0
0
0
万
円
が
適
用
で

き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

相
続
税
を
支
払
っ
て
い
る
人
は

わ
ず
か
1
0
0
人
に
４
人

十
数
年
前
の
話
で
す
が
、
日
本
の
相
続
税
が

諸
外
国
に
比
較
し
て
高
い
の
で
、
田
中
角
栄
元
首

相
の
遺
族
が
、
都
内
の
広
大
な
土
地
を
相
続
し
た

も
の
の
、
相
続
税
の
支
払
い
の
た
め
、
一
部
を
物

納
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
話

題
に
な
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
な
か
に
は
相
続
税
は
大
変
だ
と
思
わ

れ
て
い
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

実
は
現
在
の
税
制
で
は
、
相
続
税
の
支
払
い
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方

の
わ
ず
か
4
％
だ
け
で
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
相
続
税
に
は
大
き
な

「
基
礎
控
除
額
」
が
あ
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

遺
産
総
額
の
多
く
が
そ
の
範
囲
内
で
非
課
税
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
図
4
参
上
）。

例
え
ば
妻
と
子
供
2
人
の
場
合
に
は
8
0
0
0

図3　結婚20年以上の夫婦間の贈与

適用対象 婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅不
動産または自宅購入資金の贈与

非課税限度額 2,000万円 (贈与税基礎控除を合算す
ると2,110万円）

手続き

贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15
日までの間に贈与税申告書に非課税の
特例を受ける旨記載して税務署に提出
する。

メリット

自宅の土地の一部だけでなく、建物の
一部も贈与すれば、将来売却した場合
に、譲渡所得の計算上、3000万円の
特別控除を夫婦それぞれが適用可能で、
夫婦合計で最高6000万円の特別控除
を受けることが可能となる。

図2　住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

適用対象 父母や祖父母からの住宅の取得または増改築にあてる資金の贈与

非課税限度額

手続き
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に贈与税申告書
に非課税の特例を受ける旨記載して税務署に提出する。相続時精
算課税制度との併用も可能です。

適用期限 平成26年12月31日まで

省エネ・耐震住宅 左記以外の住宅
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円

※対象住宅の床面積は240m2以下となります。（東日本大震災の被災者を除
く）省エネ・耐震住宅とは省エネ等級4または耐震基準2以上、免震建築物
をいう
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万
円
が
「
基
礎
控
除
額
」
と
な
り
ま
す
。

8
0
0
0
万
円
以
上
の
相
続
財
産
が
無
い
と
相
続

税
は
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、「
相
続
財
産
の
評
価
」
で
は
、
遺
産
の

大
き
な
部
分
を
占
め
る
土
地
を
取
引
相
場
よ
り

低
く
評
価
し
て
い
ま
す
。「
相
続
財
産
の
評
価
」

に
使
わ
れ
る
「
路
線
価
」
は
「
公
示
価
格
」（
概

ね
取
引
相
場
）
の
80
％
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
住
宅
や
事
業

用
に
使
っ
て
い
た
宅
地
に
つ
い
て
は
「
小
規
模
宅

地
等
の
特
例
」
を
使
う
と
、
一
定
の
面
積
ま
で
5

分
の
1
ま
た
は
2
分
の
1
で
評
価
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
（
図
5
参
上
）。

例
え
ば
自
宅
の
土
地
（
1
5
0
㎡
）
の
取
引
相

場
が
3
0
0
0
万
円
だ
と
す
る
と
、
路
線
価
は
そ

の
80
％
の
2
4
0
0
万
円
程
度
、
さ
ら
に
小
規
模

宅
地
の
減
額
が
適
用
で
き
る
と
、
そ
の
5
分
の
1

の
4
8
0
万
円
が
相
続
税
評
価
額
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
よ
う
に
、
相
続
税

の
基
礎
控
除
額
が
5
0
0
0
万
円
以
上
と
大
き
い

こ
と
、
資
産
の
多
く
の
部
分
を
占
め
る
宅
地
に
つ

い
て
相
続
税
を
計
算
す
る
場
合
の
評
価
額
が
低
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
現
段
階
で
は

ほ
と
ん
ど
の
方
が
相
続
税
の
心

配
が
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

相
続
税
の
計
算
方
法

そ
う
は
言
っ
て
も
、
相
続
税

が
気
が
か
り
な
方
も
お
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
相
続
税
の

計
算
方
法
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
実
際
の
遺
産

分
割
と
は
関
係
な
く
法
定
相
続

分
ど
お
り
に
相
続
し
た
と
仮
定

し
て
「
相
続
税
の
総
額
」
を
計

算
し
、
次
に
実
際
の
遺
産
分
割

に
合
わ
せ
て
、
そ
の
「
相
続
税

の
総
額
」
を
各
相
続
人
に
按
分

す
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
財
産
の
評
価
方
法
も

相
続
税
独
自
の
評
価
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
計
算
方
法
を
順
に
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
（
図
6
参
上
）。

①
非
課
税
財
産
の
控
除

相
続
財
産
の
中
に
は
「
非
課
税
と
な
る
財
産
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
相
続
税
の
計
算
か
ら
除

外
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
お
墓
や
生
命
保
険

金
・
死
亡
退
職
手
当
・
弔
慰
金
の
う
ち
の
一
定
額

な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
（
図
7
参
上
）。

②
相
続
財
産
の
課
税
価
額
の
評
価

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
土
地
の
価
額
評
価
の
よ

う
に
土
地
、
建
物
、
預
金
、
株
式
、
ゴ
ル
フ
会
員

権
、
年
金
受
給
権
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
に
つ
い

て
、
相
続
税
計
算
上
で
の
価
額
の
評
価
方
法
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
各
資
産
別
の
評
価
方
法
に
し
た

が
い
評
価
を
行
い
、
相
続
財
産
全
体
の
課
税
価
額

を
計
算
し
ま
す
。

③
債
務
と
葬
式
費
用
の
控
除

亡
く
な
ら
れ
た
方
に
借
金
等
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
債
務
額
を
控
除
し
ま
す
。
ま
た
葬
式
費

用
も
控
除
で
き
ま
す
。

④
贈
与
額
の
加
算

相
続
開
始
前
3
年
以
内
の
相
続
人
に
対
す
る
贈

与
は
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
相

続
財
産
に
加
算
し
ま
す
。
贈
与
税
を
す
で
に
支
払

っ
て
い
る
場
合
に
は
相
続
税
か
ら
差
し
引
き
ま
す
。

「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
を
選
択
し
た
贈
与

は
3
年
以
内
に
限
ら
ず
、
全
て
加
算
し
ま
す
。

⑤
基
礎
控
除
額
の
控
除

相
続
財
産
全
体
の
課
税
価
格
か
ら
基
礎
控
除

図4　

相続税の基礎控除額
　5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の人数）

◎例えば妻と子供が2人の場合
　5,000万円＋（1,000万円×3人）＝8,000万円

図5　小規模宅地等の特例
相続人の生活基盤の維持という観点から、居住用または事業用宅地のうち、一定の面積
まで評価額の一定割合を減額する特例が設けられています。

要件

1．亡くなられた方または同一生計の親族が「居住用」「事業用」「貸
付用」に利用していた宅地であること。

※同一生計とは同居に限らず、生活費の仕送りをする等家計をとも
にしていること。

2．その宅地を相続した親族が、その宅地を相続税の申告期限まで
の間、「居住用」「事業用」「貸付用」として利用していること。

※別居の子が相続し、「居住用」にする場合には子が相続開始前3年
間に自分または配偶者の持家に住んでいないことが条件

減額割合と
減額面積

具体例

路線価1億円の自宅敷地300m2を同居していた長男が相続した場合
の相続税評価額
1億円×240／300×（1−80％）＋1億円×60／300＝3,600万円
※路線価とは不動産の相続税評価額を算出する基準　国税庁のHP

に掲載されている。

減額割合 減額となる面積
居住用 80% 240m2

事業用 80% 400m2

貸付用 50% 200m2
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図6　相続税計算の流れ

相続人　　妻と長男（22歳）、次男（15歳）
相続財産　自宅（土地3000万円・建物500万円）

預貯金5000万円
生命保険金5000万円　退職金2000万円
※税法上、生命保険金・退職金は「みなし相続財産」と

なります。

①非課税財産
・生命保険金　500万円×法定相続人3人＝1500万円（非課税額）㋐
・退職金　　　500万円×法定相続人3人＝1500万円（非課税額）㋑

②相続財産の課税価額の評価　※（　）が相続する。
・自宅の土地100m2 （小規模宅地等の特例適用）

3000万円×（1−80％）＝600万円㋒（妻）
・自宅の建物（固定資産税評価額）

500万円㋓（妻）
・預貯金　　　5000万円（妻が2000万円㋔・次男が3000万円㋕）
・生命保険金　5000万円―1500万円㋐＝3500万円㋖（長男）
・退職金　　　2000万円―1500万円㋑＝500万円㋗（次男）

③債務と葬式費用の控除
・葬式費用　300万円㋘

④贈与額の加算
・相続開始前3年以内の贈与なし
・相続時精算課税制度選択なし

○相続財産の課税価格
600万円㋒＋500万円㋓ ＋2000万円㋔ ＋3000万円㋕
＋3500万円㋖＋500万円㋗ ―300万円㋘＝9800万円㋙

⑤基礎控除額の控除
9800万円㋙―（5000万円＋1000万円×3人）＝1800万円㋚

⑥「相続税の総額」の算出
法定相続分どおりに相続したと仮定（妻1/2・子2人1/4）
　妻の税金　1800万円㋚×1 ／ 2×10％＝90万円
　子の税金　1800万円㋚×1 ／ 4×10％＝45万円
　（図8参照）
相続税の総額　90万円＋45万円×2人＝180万円㋛

⑦各人の相続税の算出
　実際の相続分に応じて相続税を按分する。

・妻が自宅の土地と建物・預金2000万円を相続。葬式費用負担。
600万円㋒＋500万円㋓＋2000万円㋔−300万円㋘
＝2800万円　1億6000万円未満のため　相続税0円

・長男（22歳）が生命保険5000万円を相続

　180万円㋛×　　　　　　　 ＝642,800円（100円未満切り捨て）

・次男（15歳）が退職金2000万円と預金3000万円を相続

　180万円㋛×　　　　　　　　　　　　　＝642,857円

　未成年者控除　（20歳―15歳）×6万円＝30万円
　642,857円―30万円＝342,800円（100円未満切り捨て）
・妻 0円＋長男 642,800円＋次男 342,800円＝985,600円

①非課税財産の控除（図7）
・生命保険金・死亡退職金の非課税額、弔慰金など。
・お墓・仏壇・仏具等
②相続財産の課税価額の評価
・土地・建物・預貯金・株式・会員権などそれぞれの基

準で評価。
③債務と葬式費用の控除
・借金がある場合はその額を控除。
・葬式費用を控除。
④贈与額の加算
・相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算する。（贈

与税は税額控除）
・相続時精算課税制度による贈与は全て相続財産に加算

する。（図1）

⑤基礎控除額の控除（図4）

⑥相続税の総額の算出

⑦各人の相続税算出

【配偶者の税額軽減】
　配偶者は①または②の大きい額まで実際に相続した額

の範囲で非課税。
　　①1億6000万円
　　②法定相続分（50〜100％）

【未成年者控除】
　20歳になるまでの年数×６万円を税額から控除。

【贈与税額控除】
　相続開始前３年以内の贈与や相続時精算課税制度によ

る贈与の各相続人の支払済み贈与税を控除する。
【相続税額の２割加算】
　相続人が配偶者・子・父母（代襲相続人を含む）以外

の場合には相続税を２割加算する。

3500万円㋖
9800万円㋙

500万円㋗＋3000万円㋕
9800万円㋙

相続財産の課税価格 相続税の計算例

相続税総額

課税遺産総額

実際の相続税
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額
を
控
除
し
ま
す
。

⑥
「
相
続
税
の
総
額
」
の
算
出

「
相
続
税
の
総
額
」
は
実
際
の
遺
産
分
割
と
は

関
係
な
く
決
ま
り
ま
す
。
法
定
相
続
分
ど
お
り

に
相
続
し
た
と
仮
定
し
て
、「
相
続
税
の
総
額
」

を
算
出
し
ま
す
。

⑦
各
人
の
相
続
税
の
算
出

実
際
に
相
続
す
る
相
続
財
産
の
価
額
に
合
わ

せ
て
、「
相
続
税
の
総
額
」
を
按
分
し
、
各
人
の

相
続
税
額
を
算
出
し
ま
す
。

○
配
偶
者
の
税
額
軽
減

配
偶
者
に
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
財
産
形

成
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
や
相
続
後
の
生
活
保
障

を
考
慮
し
て
、
税
額
を
軽
減
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
ま
す
。
法
定
相
続
分
の
範
囲
で
相
続
す

る
財
産
、
ま
た
は
1
億
6
0
0
0
万
円
ま
で
の
相

続
財
産
の
ど
ち
ら
か
多
い
金
額
ま
で
非
課
税
と
な

り
、
相
続
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
配
偶
者
の
相
続
分
を
増
や
す
と
当
面

の
相
続
税
は
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
配
偶
者
が
亡
く

な
っ
た
時
（
2
次
相
続
）
に
、
大
き
な
相
続
税
が

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

○
そ
の
他
税
額
軽
減

未
成
年
者
・
障
害
者
に
は
控
除
額
が
あ
り
ま
す
。

○
贈
与
税
額
控
除

「
④
贈
与
額
の
加
算
」
の
対
象
と
な
っ
た
方
が

支
払
い
済
み
の
贈
与
税
を
控
除
し
ま
す
。

○
相
続
税
の
2
割
加
算

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
配
偶
者
や
1
親
等
の
血

族
（
代
襲
相
続
人
を
含
む
）
以
外
の
方
が
相
続
し

た
場
合
に
は
相
続
税
は
2
割
加
算
さ
れ
ま
す
。

以
上
が
相
続
税
の
計
算
方
法
で
す
。

相
続
財
産
の
評
価
方
法
な
ど
複
雑
な
部
分
が

多
い
の
で
、
相
続
税
が
ご
心
配
な
方
は
是
非
、
税

理
士
に
相
談
の
う
え
、
対
策
を
立
て
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

税
制
改
正
の
動
向
に
つ
い
て

平
成
23
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
相
続
税
の
改

正
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災

の
影
響
で
審
議
が
棚
上
げ
と
な
り
、
再
度
検
討

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
法
案
で
は
基
礎
控

除
額
を
大
幅
に
引
き
下
げ
て
、
3
0
0
0
万
円
＋

6
0
0
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
と
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
相
続
人
が
妻
と
子
2
人
の
場
合
に

は
、
現
行
で
あ
れ
ば
、
8
0
0
0
万
円
ま
で
が

基
礎
控
除
額
の
範
囲
内
で
相
続
税
を
納
め
な
く

て
も
す
み
ま
す
が
、
改
正
案
だ
と
4
8
0
0
万

円
を
超
え
る
と
相
続
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

相
続
税
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
一
部
の
方
の

問
題
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
の
税
制
改
正

の
動
向
に
よ
っ
て
は
対
応
策
を
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
方
が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
法
案
ど
お
り
法
改
正
さ
れ
る
と
財
務
省

の
試
算
で
は
、
相
続
税
納
税
対
象
者
が
現
在
の
4

％
か
ら
6
％
に
上
昇
す
る
見
込
み
と
の
こ
と
で
す
。

以
上
、
相
続
対
策
と
相
続
税
に
つ
い
て
2
回
に

わ
た
り
、
ご
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

相
続
問
題
で
困
っ
た
時
に
は
弁
護
士
な
ど
の
専

門
家
に
ご
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
で
実
施
し
て
い
る
無
料
法
律
相

談
や
信
託
銀
行
等
が
主
催
し
て
い
る
相
続
相
談

会
な
ど
を
利
用
す
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

相
続
問
題
は
決
し
て
お
金
持
ち
だ
け
の
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
争
族
」
と
な
ら
な
い
た
め
、

「
喜
ば
れ
る
財
産
分
与
」
を
す
る
た
め
に
は
、
事

前
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
ご
認
識
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。（

執
筆
／
協
会
職
員　

塚
本
伸
明
）

図7　非課税となる財産

1．お墓、仏壇・仏具
2．相続人が取得した生命保険金のうち一定額

　500万円×法定相続人の人数
3．相続人が取得した死亡による退職金のうち一定額

　500万円×法定相続人の人数
4．相続人等が受ける弔慰金・葬祭料

　業務上の死亡…賞与以外の普通給与の3年分
　業務外の死亡…賞与以外の普通給与の6ヶ月分

図8　相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1000万円以下 10% －

1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円

3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円

5000万円超〜1億円以下 30% 700万円

1億円超〜3億円以下 40% 1700万円

3億円超 50% 4700万円

計算例：法定相続分に基づく相続額7000万円の場合
　　　　7000万円×30%−700万円=1400万円


